
 

 

 

 

 

 

ご退職後に神戸市再任用職員として勤務される方は、給与引去りが継続されます。 

引去り中止または引去り額の変更をご希望の場合は下記のとおり、手続きが必要

です。 

 

記 

１．必要書類 

『普通預金給与引去依頼書（個人）』（普通預金のお届印を押印） 
 

２．提出先 

神戸市職員信用組合の窓口または郵送でのお手続きが可能です 

 

３．提出締切日 

3月中止または変更・・・・・・2月 25日（休日の場合は前営業日）必着 

4月中止または変更・・・・・・3月 25日（休日の場合は前営業日）必着 

 

 

 

＜マイポケットについてのお問合せ先＞ 

神戸市職員信用組合 総務部 TEL078-984-0502 

 

 

『マイポケット』（普通預金給与引去）の 
中止手続きについて 


